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農地の貸し借りは農地バンクにおまかせください！

農地を貸したい人

(農地の所有者)

農地バンク

へ貸付け

農地バンク

から借受け

農地を借りたい人

(担い手等)農業委員会

農地中間管理機構
（農地バンク）

■農地中間管理機構が各市町村等と連携し，農地の貸し借りを調整します。

■賃借料は，農地中間管理機構が徴収・支払を行います。

■農地は契約終了後，必ず所有者へ返還されます。（更新も可能です。）

農地の貸し借りの手続きは，利用権設定促進事業，農地中間管理事業，農地法

第３条許可申請の３種類ありますが，令和７年度から利用権設定促進事業と農地

中間管理事業は，農地中間管理事業へ一本化されます。

利用権設定促進事業の受付は，令和７年２月末までとなり，令和７年３月から

は，農地中間管理事業か農地法での手続きのみですのでご注意ください。

農地バンクが借り受ける農用地の基準

※詳しくは，お近くの 農業委員，農地利用最適化推進委員 又は

農業委員会事務局 地域計画係 へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】農業委員会事務局 地域計画係 ℡ 22-2111（内線724）

① 農業振興地域内の農用地であること。

② 借受希望者が見込まれる農用地であること。

③ 再生不能な遊休農地など，著しく利用困難な農用地でないこと。

④ 登記名義人が明らかである農地に限る。

（相続による持分の二分の一を超える同意が得られる場合も含む）



所 在
地 目

面積(㎡) 希望内容
登記 現況

開聞十町字苙口前 畑 畑 500 売渡

開聞十町字苙口前 田 田 1,324 売渡

開聞十町字今庭 畑 畑 607 売渡

開聞十町字本松 畑 畑 826 売渡

農用地あっせん情報 令和６年５月２４日委員会承認

【お問い合わせ先】 指宿市農業委員会事務局 TEL ２２－２１１１

内線番号 農地総務係７２１ 振興係７２３ 地域計画係７２４

※農地を買う場合は，認定農業者，認定新規就農者等が優先されます。

※詳しくは，お近くの農業委員，農地利用最適化推進委員又は農業委員会事務局へお問い合わせください。

農作業時の熱中症に気を付けましょう

「あと少し」の頑張りが命とりになります

気分が悪くなったらすぐ作業中止

熱中症は，梅雨明けの暑さに不慣れな時期に多発します。

日頃から対策を行い，熱中症予防を心掛けましょう。

症状

めまい，立ちくらみ，大量の発汗，筋肉痛，頭痛，腹痛，吐き気など

なりやすい条件

直射日光，涼しく感じる曇りの日，雨で湿度が高いハウス内，

風通しの悪い倉庫，寝不足・二日酔い，連日の作業，熱中症の回復後

対策

７時間以上の睡眠，複数人での作業，20 分に１回休憩，日焼け対策，

こまめな水分・塩分補給，速乾性素材の衣服の着用

農業委員会だより ＬＩＮＥ配信はじめます

指宿市 LINE 公式アカウントにて

✨農業委員会だよりを今月号から配信開始

農地に関するお知らせからあっせん情報まで,

回覧を待たずにいつでも読めるようになります！

二次元コードをスキャンして,今すぐ友だち登録
指宿市公式 LINE

※受信設定で「農業・畜産業」を選択してください。


